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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

議
案
第
二
百
六
十
七
号

調
停
の
申
立
て
及
び
訴
え
の
提
起
に
つ
い
て

123

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

議
案
第
二
百
六
十
八
号

物
損
事
故
に
係
る
和
解
に
つ
い
て

124
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

報
告
第

百
一

号

交
通
事
故
に
係
る
和
解
及
び
損
害
賠
償
の
専
決
処
分
報
告

125

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

報
告
第

百
二

号

道
路
事
故
に
係
る
和
解
及
び
損
害
賠
償
の
専
決
処
分
報
告

126

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

報
告
第

百
三

号

道
路
事
故
に
係
る
和
解
及
び
損
害
賠
償
の
専
決
処
分
報
告

127

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

報
告
第

百
四

号

物
損
事
故
に
係
る
和
解
及
び
損
害
賠
償
の
専
決
処
分
報
告

128

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

報
告
第

百
五

号

交
通
事
故
に
係
る
和
解
及
び
損
害
賠
償
の
専
決
処
分
報
告

129

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

報
告
第

百
六

号

交
通
事
故
に
係
る
和
解
及
び
損
害
賠
償
の
専
決
処
分
報
告

130

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

報
告
第

百
七

号

物
損
事
故
に
係
る
和
解
及
び
損
害
賠
償
の
専
決
処
分
報
告

131
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議
案
第
二
百
十
一
号

県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条

県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
二
年
秋
田
県
条
例
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
第
一
項
中
「
以
下
」
を
「
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
」
に
、
「
。
こ
れ
ら
の
日
」
を
「
。
基
準
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
百
分
の

百
二
十
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
に
、
「
百
分
の
百
七
十
」
を
「
百
分
の
百
七
十
五
」
に
改
め
る
。

第
二
条

県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
第
二
項
中
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
六
・
二
五
」
に
、
「
百
分
の
百
七
十
五
」
を
「
百
分
の
百
七
十
二
・
五
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
（
次
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
令
和
七
年
十
二
月
一
日
か
ら

適
用
す
る
。

（
期
末
手
当
の
内
払
）

３

改
正
後
の
条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
期
末
手
当

は
、
改
正
後
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
期
末
手
当
の
内
払
と
み
な
す
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
五
日
提
出

秋
田
県
知
事

鈴

木

健

太

理

由

県
議
会
議
員
の
期
末
手
当
の
額
を
改
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

13



議
案
第
二
百
十
二
号

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
四
十
一
万
六
千
六
百
円
」
を
「
四
十
一
万
七
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
五
万
千
六
百
円
」
を
「
五
万
二
千
百
円
」
に
改
め

る
。第

十
二
条
第
二
項
第
二
号
中
「
五
万
千
四
百
円
」
を
「
五
万
四
千
八
百
円
」
に
、
「
、
自
動
車
等
の
種
類
及
び
使
用
距
離
等
の
事
情
を
考
慮
し
て
」
を
「
自
動
車
等
の
使
用
距

離
の
区
分
に
応
じ
て
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
三
第
一
項
中
「
以
下
」
を
「
次
項
に
お
い
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
五

十
九
号
）
の
適
用
職
員
で
あ
つ
た
者
そ
の
他
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
か
ら
引
き
続
き
」
を
「
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
」
に
改
め
、
「
（
任
用
の
事
情
等
を
考
慮

し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に
限
る
。
）
」
を
削
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
四
千
四
百
円
」
を
「
四
千
七
百
円
」
に
、
「
七
千
四
百
円
」
を
「
七
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
六
千
六
百
円
」
を
「
七
千
五
十
円
」

に
、
「
一
万
千
百
円
」
を
「
一
万
千
五
百
五
十
円
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
二
十
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
に
、
「
百
分
の
百
五
」
を
「
百
分
の
百
七
・
五
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
百
分
の
百
二
十

五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
に
、
「
百
分
の
七
十
」
を
「
百
分
の
七
十
二
・
五
」
に
、
「
百
分
の
百
五
」
を
「
百
分
の
百
七
・
五
」
に
、
「
百
分
の
六
十
」
を
「
百
分
の

六
十
二
・
五
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
二
項
第
一
号
中
「
百
分
の
百
五
」
を
「
百
分
の
百
七
・
五
」
に
、
「
百
分
の
百
二
十
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の

五
十
」
を
「
百
分
の
五
十
二
・
五
」
に
、
「
百
分
の
六
十
」
を
「
百
分
の
六
十
二
・
五
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
六
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
二
条

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
四
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
五
万
四
千
八
百
円
」
を
「
六
万
八
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
次
項
」
を
「
第

五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
自
動
車
等
」
の
下
に
「
及
び
駐
車
場
等
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
を
同
条

第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
に
よ
る
通
勤
手
当
」
の
下
に
「
及
び
当
該
月
に
支
給
す
る
こ
と
が
困
難
な
通
勤
手
当
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
」
を
加
え
、

「
最
初
の
月
の
」
を
「
そ
の
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
及
び
」
を
「
、
」
に
、
「
）
の
」
を
「
）
及
び
前
項
第
一
号
に
定
め
る
額
の
」
に
、

「
前
二
項
」
を
「
前
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
で
、
自
動
車
等
の
駐
車
の
た
め
の
施
設
（
そ
の
所
在
地
及
び
利
用
形
態
が
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に

限
る
。
第
一
号
及
び
第
八
項
に
お
い
て
「
駐
車
場
等
」
と
い
う
。
）
を
利
用
し
、
そ
の
料
金
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も
の
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除

く
。
）
の
通
勤
手
当
の
額
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

駐
車
場
等
に
係
る
通
勤
手
当

支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
五
千
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
一
箇
月
当
た
り
の
駐
車
場
等
の
料
金
に
相
当
す
る
額
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則

で
定
め
る
額

二

前
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
以
外
の
通
勤
手
当

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
額

第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
六
・
二
五
」
に
、
「
百
分
の
百
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
六
・
二
五
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
六
・
二
五
」
に
、
「
百
分
の
七
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
七
十
一
・
二
五
」
に
、
「
百
分
の
百
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
六
・

二
五
」
に
、
「
百
分
の
六
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
六
十
一
・
二
五
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
二
項
第
一
号
中
「
百
分
の
百
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
六
・
二
五
」
に
、
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
六
・
二
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二

号
中
「
百
分
の
五
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
五
十
一
・
二
五
」
に
、
「
百
分
の
六
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
六
十
一
・
二
五
」
に
改
め
る
。

（
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
秋
田
県
条
例
第
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
の
表
中
「4

1
6
,
9
3
9

」
を
「4

3
1
,
4
0
2

」
に
、
「4

7
8
,
3
7
2

」
を
「4

9
4
,
9
0
3

」
に
、
「5

4
1
,
8
1
9

」
を
「5

6
0
,
4
2
0

」
に
、
「6

2
5
,
4
0
9

」
を
「6

4
7
,
1
0
3

」
に
、

「7
2
7
,
1
2
6

」
を
「7

5
1
,
9
3
0

」
に
、
「8

2
9
,
8
5
0

」
を
「8

5
7
,
7
6
5

」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
表
中
「3

4
8
,
4
5
6

」
を
「3

6
0
,
8
4
6

」
に
、
「3

8
4
,
7
1
2

」
を
「3

9
8
,
1
4
0

」
に
、

「4
12
,
91
1

」
を
「42

7
,3
70

」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
二
十
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
に
、
「
百
分
の
百
七
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
百
七
十
七
・
五
」
に
改
め
る
。

43



第
四
条

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
六
・
二
五
」
に
、
「
百
分
の
百
七
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
七
十
五
」
に
改
め
る
。

（
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
五
条

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
秋
田
県
条
例
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
以
下
同
じ
」
を
「
第
九
条
及
び
第
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
」
に
改
め
、
同
項
の
表
中
「3

94
,
78
3

」
を
「40

8,
2
19

」
に
、
「4

43
,
12
4

」
を
「45

8
,6
17

」

に
、
「4

9
5
,
4
9
3

」
を
「5

1
2
,
0
3
8

」
に
、
「5

5
8
,
9
4
0

」
を
「5

7
8
,
5
6
3

」
に
、
「6
3
8
,
5
0
1

」
を
「6

6
0
,
2
0
7

」
に
、
「7

4
5
,
2
5
4

」
を
「7

7
1
,
0
8
1

」
に
、
「8

7
0
,
1
3
4

」
を

「9
0
0,
09
9

」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
二
項
中
「
第
二
条
、
」
及
び
「
、
給
与
条
例
第
二
条
中
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
」
と
あ
る
の
は
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
、
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の

採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
秋
田
県
条
例
第
六
十
九
号
。
以
下
「
任
期
付
職
員
条
例
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
」
と
」

を
削
り
、
「
任
期
付
職
員
条
例
第
七
条
第
一
項
」
を
「
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
秋
田
県
条
例
第
六
十
九
号
。
以
下
「
任
期
付
職
員
条

例
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
」
に
、
「
百
分
の
百
二
十
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
に
、
「
百
分
の
九
十
五
」
を
「
百
分
の
九
十
七
・
五
」
に
、
「
百
分
の
百
五
」

を
「
百
分
の
百
七
・
五
」
に
、
「
百
分
の
八
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
九
十
」
に
改
め
る
。

第
六
条

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
六
・
二
五
」
に
、
「
百
分
の
九
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
九
十
六
・
二
五
」
に
、
「
百
分
の
百
七
・
五
」

を
「
百
分
の
百
六
・
二
五
」
に
、
「
百
分
の
九
十
」
」
を
「
百
分
の
八
十
八
・
七
五
」
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
、
第
四
条
及
び
第
六
条
の
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
改
正
後
の
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
九
条
の
二
第
一
項
、
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
、

第
十
三
条
の
三
第
二
項
、
第
十
八
条
第
一
項
及
び
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
六
ま
で
の
規
定
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条

例
（
以
下
こ
の
項
及
び
附
則
第
四
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
任
期
付
研
究
員
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
並
び
に
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
以
下
こ
の
項
及
び
附
則
第
四
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
任
期
付
職
員
条
例
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
は
令
和
七

年
四
月
一
日
か
ら
、
改
正
後
の
給
与
条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
、
改
正
後
の
任
期
付
研
究
員
条
例
第
六
条
第
二
項
の
規
定
並
び
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に
改
正
後
の
任
期
付
職
員
条
例
第
八
条
第
二
項
の
規
定
は
同
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３

改
正
後
の
給
与
条
例
第
十
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
は
、
令
和
四
年
四
月
二
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
っ
て

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
地
公
署
又
は
同
条
例
第
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
準
特
地
公
署
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
っ

た
こ
と
に
伴
っ
て
住
居
を
移
転
し
た
職
員
（
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
秋
田
県
条
例
第
一
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
及
び
職
員
の

定
年
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
四
年
秋
田
県
条
例
第
三
十
一
号
）
附
則
第
十
三
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員
を
除
く
。
）
そ
の
他
当
該
職
員
と
の

権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に
も
適
用
す
る
。

（
給
与
の
内
払
）

４

改
正
後
の
給
与
条
例
、
改
正
後
の
任
期
付
研
究
員
条
例
又
は
改
正
後
の
任
期
付
職
員
条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
一
般
職
の
職
員

の
給
与
に
関
す
る
条
例
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
又
は
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員

の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
与
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
給
与
条
例
、
改
正
後
の
任
期
付
研
究
員
条
例
又
は
改
正
後
の
任
期
付
職
員
条
例
の
規

定
に
よ
る
給
与
の
内
払
と
み
な
す
。

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
人
事
委
員
会
規
則
へ
の
委
任
）

５

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
五
日
提
出

秋
田
県
知
事

鈴

木

健

太

理

由

人
事
委
員
会
の
議
会
及
び
知
事
に
対
す
る
給
与
等
に
関
す
る
報
告
及
び
勧
告
に
鑑
み
、
県
職
員
の
給
料
月
額
、
初
任
給
調
整
手
当
、
通
勤
手
当
、
宿
日
直
手
当
、
期
末
手
当
及
び

勤
勉
手
当
の
額
を
改
定
す
る
と
と
も
に
、
採
用
時
か
ら
の
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
を
支
給
す
る
ほ
か
、
駐
車
場
等
を
利
用
す
る
職
員
に
駐
車
場
等
に
係
る
通
勤
手
当
を
支
給

す
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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議
案
第
二
百
十
三
号

知
事
等
の
給
与
お
よ
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

知
事
等
の
給
与
お
よ
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条

知
事
等
の
給
与
お
よ
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
秋
田
県
条
例
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
二
十
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
に
、
「
百
分
の
百
七
十
」
を
「
百
分
の
百
七
十
五
」
に
改
め
る
。

第
二
条

知
事
等
の
給
与
お
よ
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
六
・
二
五
」
に
、
「
百
分
の
百
七
十
五
」
を
「
百
分
の
百
七
十
二
・
五
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
知
事
等
の
給
与
お
よ
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
次
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
令
和
七
年
十
二
月
一
日
か
ら

適
用
す
る
。

（
期
末
手
当
の
内
払
）

３

改
正
後
の
条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
知
事
等
の
給
与
お
よ
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
期
末
手
当

は
、
改
正
後
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
期
末
手
当
の
内
払
と
み
な
す
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
五
日
提
出

秋
田
県
知
事

鈴

木

健

太

理

由

一
般
職
の
職
員
の
給
与
改
定
に
よ
り
、
知
事
等
の
期
末
手
当
の
額
を
改
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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議
案
第
二
百
十
四
号

秋
田
県
議
会
議
員
及
び
秋
田
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
営
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

秋
田
県
議
会
議
員
及
び
秋
田
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
営
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

秋
田
県
議
会
議
員
及
び
秋
田
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
営
に
関
す
る
条
例
（
平
成
六
年
秋
田
県
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
中
「
第
百
四
十
三
条
第
一
項
第
四
号
の
三
の
個
人
演
説
会
告
知
用
ポ
ス
タ
ー
（
知
事
の
選
挙
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
同
項
第
五
号
」
を
「
第
百
四
十
三
条
第
一
項

第
五
号
」
に
、
「
（
以
下
」
を
「
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
十
条
ま
で
に
お
い
て
」
に
、
「
総
称
す
る
」
を
「
い
う
」
に
、
「
。
以
下
」
を
「
。
同
条
に
お
い
て
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
二
十
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
秋
田
県
議
会
議
員
及
び
秋
田
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
営
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
そ
の
期
日

を
告
示
さ
れ
る
選
挙
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
た
選
挙
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
五
日
提
出

秋
田
県
知
事

鈴

木

健

太

理

由

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
二
十
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由

で
あ
る
。
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議
案
第
二
百
十
五
号

秋
田
県
政
治
資
金
規
正
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

秋
田
県
政
治
資
金
規
正
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

秋
田
県
政
治
資
金
規
正
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
二
十
年
秋
田
県
条
例
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

法
第
十
九
条
の
十
六
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
係
る
写
し
の
交
付

次
に
掲
げ
る
交
付
の
方
法
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

㈠

政
治
資
金
規
正
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
年
政
令
第
二
百
七
十
七
号
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
交
付

用
紙
一

枚
に
つ
き

十
円

㈡

令
第
十
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
交
付

同
号
に
規
定
す
る
光
デ
ィ
ス
ク
一
枚
に
つ
き

五
十
円

二

法
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
、
政
治
資
金
監
査
報
告
書
又
は
確
認
書
の
写
し
の
交
付

次
に
掲
げ
る
交
付
の
方
法
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
額

㈠

令
第
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
交
付

用
紙
一
枚
に
つ
き

十
円

㈡

令
第
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
交
付

同
号
に
規
定
す
る
光
デ
ィ
ス
ク
一
枚
に
つ
き

五
十
円

第
二
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
項
第
一
号
（
㈠
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
号
（
㈠
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
五
日
提
出

秋
田
県
知
事

鈴

木

健

太

理

由

政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
四
号
）
の
施
行
に
よ
り
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
の
十
四
の

二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
書
の
写
し
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
手
数
料
を
徴
収
す
る
と
と
も
に
、
少
額
領
収
書
等
の
写
し
等
を
ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
読
み
取
っ
て
で
き

た
電
磁
的
記
録
を
光
デ
ィ
ス
ク
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付
に
係
る
手
数
料
の
額
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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議
案
第
二
百
十
六
号

秋
田
県
政
党
助
成
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
案

秋
田
県
政
党
助
成
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例

（
手
数
料
の
徴
収
）

第
一
条

県
は
、
政
党
助
成
法
（
平
成
六
年
法
律
第
五
号
）
第
三
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
提
出
文
書
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
提
出
文
書
を
い
う
。

次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
写
し
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
手
数
料
を
徴
収
す
る
。

（
手
数
料
の
額
）

第
二
条

政
党
助
成
法
第
三
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
提
出
文
書
の
写
し
の
交
付
に
係
る
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
交
付
の
方
法
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

政
党
助
成
法
施
行
令
（
平
成
六
年
政
令
第
三
百
七
十
一
号
）
第
七
条
第
一
号
に
掲
げ
る
交
付

用
紙
一
枚
に
つ
き

十
円

二

政
党
助
成
法
施
行
令
第
七
条
第
二
号
に
掲
げ
る
交
付

同
号
に
規
定
す
る
光
デ
ィ
ス
ク
一
枚
に
つ
き

五
十
円

２

前
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
交
付
す
る
写
し
の
用
紙
の
う
ち
そ
の
表
面
及
び
裏
面
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付
に
係
る
手
数
料
の
額
は
、

用
紙
一
枚
に
つ
き
二
十
円
と
す
る
。

（
手
数
料
の
徴
収
の
時
期
）

第
三
条

手
数
料
は
、
前
条
の
写
し
を
交
付
す
る
と
き
に
徴
収
す
る
。

（
手
数
料
の
減
免
）

第
四
条

知
事
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
手
数
料
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
手
数
料
の
不
還
付
）

第
五
条

既
に
徴
収
し
た
手
数
料
は
、
還
付
し
な
い
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
五
日
提
出
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秋
田
県
知
事

鈴

木

健

太

理

由

政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
四
号
）
に
よ
る
政
党
助
成
法
（
平
成
六
年
法
律
第
五
号
）
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
都
道
府
県
提
出
文
書
の

写
し
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
手
数
料
を
徴
収
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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議
案
第
二
百
十
七
号

食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

食
品
衛
生
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
秋
田
県
条
例
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
五
号
㈡
中
「
次
表
第
一
号
㈠
」
を
「
た
だ
し
、
従
業
者
が
常
駐
せ
ず
全
自
動
調
理
機
（
自
動
的
に
食
品
を
調
理
し
、
調
理
さ
れ
た
食
品
を
提
供
す
る
機
能
を
有
す
る

調
理
器
具
で
あ
っ
て
、
令
第
三
十
四
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
調
理
の
機
能
を
有
す
る
自
動
販
売
機
と
同
等
以
上
の
材
質
、
構
造
、
機
能
等
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
よ
り
調
理
さ
れ
た
食
品
を
販
売
す
る
営
業
を
除
く
。
次
表
第
一
号
㈠
⑴
」
に
改
め
、
同
号
㈢
中
「
場
合
」
の
下
に
「
（
従
業
者
が
常
駐
せ
ず
全
自
動
調
理
機
に
よ
り
調
理

さ
れ
た
食
品
を
販
売
す
る
場
合
を
除
く
。
次
表
第
一
号
㈠
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
号
中
㈦
を
㈧
と
し
、
㈣
か
ら
㈥
ま
で
を
㈤
か
ら
㈦
ま
で
と
し
、
㈢
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

㈣

令
第
三
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
飲
食
店
営
業
の
う
ち
、
従
業
者
が
常
駐
せ
ず
全
自
動
調
理
機
に
よ
り
調
理
さ
れ
た
食
品
を
販
売
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
三
号

㈧
、
㈨
、 

、 

、 

及
び 

並
び
に
前
号
㈦
の
基
準
を
適
用
し
な
い
。

別
表
第
二
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

令
第
三
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
飲
食
店
営
業

㈠

自
動
車
に
お
い
て
調
理
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

⑴

簡
易
な
営
業
に
あ
っ
て
は
、
一
日
の
営
業
に
お
い
て
約
四
十
リ
ッ
ト
ル
の
水
を
供
給
し
、
か
つ
、
廃
水
を
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
貯
水
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

⑵

比
較
的
大
量
の
水
を
要
し
な
い
営
業
に
あ
っ
て
は
、
一
日
の
営
業
に
お
い
て
約
八
十
リ
ッ
ト
ル
の
水
を
供
給
し
、
か
つ
、
廃
水
を
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
貯
水
設
備

を
有
す
る
こ
と
。

⑶

比
較
的
大
量
の
水
を
要
す
る
営
業
に
あ
っ
て
は
、
一
日
の
営
業
に
お
い
て
約
二
百
リ
ッ
ト
ル
の
水
を
供
給
し
、
か
つ
、
廃
水
を
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
貯
水
設
備
を

有
す
る
こ
と
。

㈡

従
業
者
が
常
駐
せ
ず
、
全
自
動
調
理
機
に
よ
り
調
理
さ
れ
た
食
品
を
販
売
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

⑴

施
設
（
全
自
動
調
理
機
を
含
む
。
⑵
及
び
⑹
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
全
体
の
衛
生
状
況
を
確
認
す
る
た
め
の
監
視
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

⑵

施
設
に
異
常
が
生
じ
た
場
合
に
、
当
該
施
設
の
営
業
者
が
全
自
動
調
理
機
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

⑶

全
自
動
調
理
機
が
、
原
材
料
の
温
度
、
調
理
の
工
程
等
の
状
況
を
監
視
し
、
異
常
が
生
じ
た
場
合
に
自
動
的
に
停
止
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
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⑷

全
自
動
調
理
機
が
、
外
部
か
ら
の
汚
染
等
を
防
止
す
る
構
造
を
持
つ
、
調
理
後
の
食
品
に
係
る
保
管
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

⑸

全
自
動
調
理
機
が
、
調
理
後
の
食
品
に
つ
い
て
、
一
定
の
時
間
を
経
過
し
た
場
合
に
は
、
当
該
食
品
を
提
供
し
な
い
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

⑹

施
設
に
異
常
が
生
じ
た
場
合
に
当
該
施
設
の
営
業
者
と
連
絡
が
で
き
る
よ
う
、
当
該
営
業
者
の
連
絡
先
の
掲
示
を
行
う
こ
と
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
五
日
提
出

秋
田
県
知
事

鈴

木

健

太

理

由

食
品
衛
生
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
二
号
）
の
施
行
に
よ
り
、
飲
食
店
営
業
の
う
ち
従
業
者
が
常
駐
せ
ず
全
自
動
調
理
機
に
よ

り
調
理
さ
れ
た
食
品
を
販
売
す
る
営
業
の
施
設
の
基
準
を
定
め
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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議
案
第
二
百
十
八
号

企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
お
よ
び
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
お
よ
び
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
お
よ
び
基
準
を
定
め
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
秋
田
県
条
例
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
三
第
一
項
中
「
以
下
」
を
「
次
項
に
お
い
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
適
用
職
員
で
あ
つ
た
者
そ
の
他
知
事
が
定
め
る

者
か
ら
引
き
続
き
」
を
「
新
た
に
知
事
が
定
め
る
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
」
に
改
め
、
「
（
任
用
の
事
情
等
を
考
慮
し
て
知
事
が
定
め
る
職
員
に
限
る
。
）
」
を
削
る
。

第
十
三
条
の
二
の
二
第
二
項
第
四
号
中
「
一
部
」
を
「
全
部
又
は
一
部
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
お
よ
び
基
準
を
定
め
る
条
例
（
次
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
三
第
二
項
の
規
定

は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３

改
正
後
の
給
与
条
例
第
五
条
の
三
第
二
項
の
規
定
は
、
令
和
四
年
四
月
二
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
新
た
に
知
事
が
定
め
る
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職

員
と
な
っ
て
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
お
よ
び
基
準
を
定
め
る
条
例
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
特
地
公
署
又
は
同
条
例
第
五
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
準
特
地
公
署
に
在
勤
す

る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
に
伴
っ
て
住
居
を
移
転
し
た
職
員
（
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
秋
田
県
条
例
第
一
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職

員
及
び
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
四
年
秋
田
県
条
例
第
三
十
一
号
）
附
則
第
十
三
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員
を
除
く
。
）
そ
の
他

当
該
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
知
事
が
定
め
る
職
員
に
も
適
用
す
る
。

（
委
任
）

４

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
知
事
が
定
め
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
五
日
提
出

秋
田
県
知
事

鈴

木

健

太

53



理

由

民
間
に
お
け
る
賃
金
の
支
給
状
況
に
鑑
み
企
業
職
員
に
つ
い
て
採
用
時
か
ら
の
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
支
給
を
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提

出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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議
案
第
二
百
十
九
号

秋
田
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

秋
田
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

秋
田
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
（
昭
和
四
十
三
年
秋
田
県
条
例
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
令
第
七
条
第
十
四
号
に
掲
げ
る
施
設
の
項
中
「
第
七
条
第
十
四
号
」
の
下
に
「
及
び
第
十
五
号
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
五
日
提
出

秋
田
県
知
事

鈴

木

健

太

理

由

道
路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
令
和
七
年
政
令
第
三
百
三
十
二
号
）
に
よ
る
道
路
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令

第
四
百
七
十
九
号
）
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
自
動
車
に
燃
料
と
し
て
の
水
素
を
供
給
す
る
た
め
の
施
設
に
よ
る
道
路
の
占
用
に
係
る
占
用
料
の
額
を
定
め
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ

れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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議
案
第
二
百
二
十
号

秋
田
県
空
港
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

秋
田
県
空
港
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

秋
田
県
空
港
管
理
条
例
（
昭
和
五
十
六
年
秋
田
県
条
例
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
限
る
。
以
下
」
を
「
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
同
表
に
お
い
て
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
以
下
」
を
「
別
表
第
二
に
お
い
て
」
に
、
「
二
時
間
」
を

「
三
十
分
」
に
改
め
る
。

附
則
第
六
項
を
削
る
。

別
表
第
二
大
型
自
動
車
等
駐
車
場
の
項
中
「
一
〇
〇
円
」
を
「
二
〇
〇
円
」
に
、
「
五
二
〇
円
」
を
「
七
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
立
体
駐
車
場
の
項
中
「
一
台
一
時
間
に
つ
き

七
〇
円
」
を
「
一
台
一
時
間
に
つ
き

一
五
〇
円
」
に
、
「
三
七
〇
円
」
を
「
五
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
第
一
駐
車
場

及
び
第
二
駐
車
場
の
項
中
「
五
〇
円
」
を
「
一
〇
〇
円
」
に
、
「
二
六
〇
円
」
を
「
四
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
第
三
駐
車
場
の
項
中
「
三
〇
円
」
を
「
五
〇
円
」
に
、
「
一
五
〇

円
」
を
「
二
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
第
二
号
中
「
（
以
下
「
立
体
駐
車
場
等
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
立
体
駐
車
場
等
に
」
を
「
立
体
駐
車
場
、
第
一
駐
車
場
、
第

二
駐
車
場
又
は
第
三
駐
車
場
に
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
第
三
号
中
「
一
、
〇
五
〇
円
」
を
「
一
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
七
三
〇
円
」
を
「
九
〇
〇
円
」
に
、
「
五
二
〇
円
」
を

「
七
〇
〇
円
」
に
、
「
三
二
〇
円
」
を
「
四
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
第
四
号
を
削
り
、
同
表
の
備
考
第
五
号
中
「
駐
車
時
間
」
の
下
に
「
が
一
時
間
未
満
の
と
き
又
は
駐

車
時
間
」
を
加
え
、
「
当
該
端
数
を
」
を
削
り
、
同
号
を
同
表
の
備
考
第
四
号
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
空
港
の
駐
車
場
に
駐
車
し
て
い
る
自
動
車
に
係
る
駐
車
料
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
五
日
提
出

秋
田
県
知
事

鈴

木

健

太

理

由

秋
田
空
港
の
駐
車
場
に
お
け
る
使
用
の
実
態
に
鑑
み
、
同
駐
車
場
の
駐
車
料
金
を
徴
収
し
な
い
駐
車
時
間
を
短
縮
す
る
と
と
も
に
、
同
駐
車
場
の
駐
車
料
金
の
額
を
引
き
上
げ
る

等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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議
案
第
二
百
二
十
一
号

秋
田
県
建
築
基
準
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
及
び
市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

秋
田
県
建
築
基
準
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
及
び
市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
秋
田
県
建
築
基
準
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

秋
田
県
建
築
基
準
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
十
二
年
秋
田
県
条
例
第
百
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
六
十
の
項
中
「
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
六
項
」
を
「
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
表
六
十
一
の
項
中
「
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
七
項
」
を
「
第

百
三
十
七
条
の
十
二
第
十
二
項
」
に
改
め
る
。

（
市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
秋
田
県
条
例
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
八
十
五
第
二
十
六
号

中
「
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
六
項
」
を
「
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
号

中
「
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
七
項
」
を

「
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
十
二
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
五
日
提
出

秋
田
県
知
事

鈴

木

健

太

理

由

建
築
基
準
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
七
年
政
令
第
三
百
十
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出

す
る
理
由
で
あ
る
。
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議
案
第
二
百
二
十
二
号

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
中
「
五
万
千
四
百
円
」
を
「
五
万
四
千
八
百
円
」
に
、
「
、
自
動
車
等
の
種
類
及
び
使
用
距
離
等
の
事
情
を
考
慮
し
て
」
を
「
自
動
車
等
の
使
用
距

離
の
区
分
に
応
じ
て
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
三
第
一
項
中
「
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
条
に
お
い
て
」
を
、
「
へ
き
地
教
育
振
興
法
施
行
規
則
」
の
下
に
「
（
昭
和
三
十
四
年
文
部
省
令
第
二
十
一
号
）
」
を
加

え
、
同
条
第
二
項
中
「
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
二
号
）
の
適
用
職
員
で
あ
つ
た
者
そ
の
他
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者

か
ら
引
き
続
き
」
を
「
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
」
に
改
め
、
「
（
任
用
の
事
情
等
を
考
慮
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に
限
る
。
）
」
を
削
る
。

第
十
九
条
中
「
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
二
号
）
」
を
加
え
る
。

第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
四
千
四
百
円
（
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
管
理
又
は
監
督
の
業
務
そ
の
他
特
殊
な
業
務
を
主
と
し
て
行
う
宿
日
直
勤
務
に
あ
つ
て
は
、
六
千
百

円
）
」
を
「
四
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
六
千
六
百
円
（
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
管
理
又
は
監
督
の
業
務
そ
の
他
特
殊
な
業
務
を
主
と
し
て
行
う
宿
直
勤

務
に
あ
つ
て
は
、
九
千
百
五
十
円
）
」
を
「
七
千
五
十
円
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
二
十
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
百
分
の
百
二
十
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
に
、
「
百
分

の
七
十
」
を
「
百
分
の
七
十
二
・
五
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
二
項
第
一
号
中
「
百
分
の
百
五
」
を
「
百
分
の
百
七
・
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
五
十
」
を
「
百
分
の
五
十
二
・
五
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
中
「
次
に
掲
げ
る
事
務
」
を
「
扶
養
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、
単
身
赴
任
手
当
、
へ
き
地
手
当
に
準
ず
る
手
当
及
び
寒
冷
地
手
当
の
支
給
等
に
係
る
事
務

の
う
ち
教
育
委
員
会
規
則
に
基
づ
く
事
務
で
あ
つ
て
別
に
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
る
。

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
二
条

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
四
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
五
万
四
千
八
百
円
」
を
「
六
万
八
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
次
項
」
を
「
第

五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
自
動
車
等
」
の
下
に
「
及
び
駐
車
場
等
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
を
同
条

第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
に
よ
る
通
勤
手
当
」
の
下
に
「
及
び
当
該
月
に
支
給
す
る
こ
と
が
困
難
な
通
勤
手
当
と
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
」
を
加
え
、

「
最
初
の
月
の
」
を
「
そ
の
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
及
び
」
を
「
、
」
に
、
「
）
の
」
を
「
）
及
び
前
項
第
一
号
に
定
め
る
額
の
」
に
、

「
前
二
項
」
を
「
前
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
で
、
自
動
車
等
の
駐
車
の
た
め
の
施
設
（
そ
の
所
在
地
及
び
利
用
形
態
が
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に

限
る
。
第
一
号
及
び
第
八
項
に
お
い
て
「
駐
車
場
等
」
と
い
う
。
）
を
利
用
し
、
そ
の
料
金
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も
の
（
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除

く
。
）
の
通
勤
手
当
の
額
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

駐
車
場
等
に
係
る
通
勤
手
当

支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
五
千
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
一
箇
月
当
た
り
の
駐
車
場
等
の
料
金
に
相
当
す
る
額
と
し
て
教
育
委
員
会
規
則

で
定
め
る
額

二

前
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
以
外
の
通
勤
手
当

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
額

第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
六
・
二
五
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
六
・
二

五
」
に
、
「
百
分
の
七
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
七
十
一
・
二
五
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
二
項
第
一
号
中
「
百
分
の
百
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
六
・
二
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
五
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
五
十
一
・
二
五
」
に
改

め
る
。附

則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
、
第
十
七
条
の
三
第
二

項
、
第
二
十
一
条
第
二
項
及
び
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で
の
規
定
は
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
、
改
正
後
の
条
例
第
二
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
二
十
三
条
第

二
項
の
規
定
は
同
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
へ
き
地
手
当
に
準
ず
る
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
）
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３

改
正
後
の
条
例
第
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
は
、
令
和
四
年
四
月
二
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
っ
て
市
町

村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
第
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
へ
き
地
学
校
等
又
は
特
別
の
地
域
に
所
在
す
る
学
校
及
び
共
同
調
理
場
に
勤
務
す
る
こ
と
と
な
っ

た
こ
と
に
伴
っ
て
住
居
を
移
転
し
た
職
員
（
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
秋
田
県
条
例
第
一
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
及
び
職
員
の

定
年
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
四
年
秋
田
県
条
例
第
三
十
一
号
）
附
則
第
十
三
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員
を
除
く
。
）
そ
の
他
当
該
職
員
と
の

権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に
も
適
用
す
る
。

（
給
与
の
内
払
）

４

改
正
後
の
条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
与

は
、
改
正
後
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
給
与
の
内
払
と
み
な
す
。

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
教
育
委
員
会
規
則
へ
の
委
任
）

５

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
五
日
提
出

秋
田
県
知
事

鈴

木

健

太

理

由

人
事
委
員
会
の
議
会
及
び
知
事
に
対
す
る
給
与
等
に
関
す
る
報
告
及
び
勧
告
に
鑑
み
、
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
料
月
額
、
通
勤
手
当
、
宿
日
直
手
当
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手

当
の
額
を
改
定
す
る
と
と
も
に
、
採
用
時
か
ら
の
へ
き
地
手
当
に
準
ず
る
手
当
を
支
給
す
る
ほ
か
、
駐
車
場
等
を
利
用
す
る
職
員
に
駐
車
場
等
に
係
る
通
勤
手
当
を
支
給
す
る
等
の

必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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議
案
第
二
百
二
十
三
号

義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
秋
田
県
条
例
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
八
条
」
を
「
第
三
条
第
一
項
及
び
第
八
条
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
教
頭
を
」
を
「
教
頭
並
び
に
指
導
改
善
研
修
被
認
定
者
（
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
導
改
善
研
修
被
認
定
者
を
い
う
。
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
」
に
、
「
百
分
の
四
（
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
と
教
育
委
員
会
が
認
め
る
義
務
教
育
諸
学

校
等
の
教
育
職
員
（
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、
実
習
助
手
及
び
寄
宿
舎
指
導
員
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
）
」
を
「
百
分
の
十
」
に
改
め

る
。第

六
条
第
一
項
中
「
教
育
職
員
」
の
下
に
「
（
管
理
職
手
当
を
受
け
る
者
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
教
育
職
員
」
の
下
に
「
（
指
導

改
善
研
修
被
認
定
者
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
七
条
第
二
項
第
一
号
中
「
前
項
第
一
号
㈠
」
を
「
前
項
第
一
号
」
に
、
「
被
害
」
を
「
同
号
㈠
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
、
被
害
」
に
改
め
、
同
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三

号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
す
る
。

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
お
け
る
第
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
百
分
の
十
」
と
あ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と

す
る
。

令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
五

令
和
九
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
六

令
和
十
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
七

令
和
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
八
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令
和
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
九

（
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
の
三
の
四
第
一
項
中
「
に
は
」
を
「
に
は
、
そ
の
分
掌
す
る
次
に
掲
げ
る
校
務
の
種
類
に
応
じ
て
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

学
級
（
県
立
の
中
学
校
及
び
高
等
学
校
の
学
級
に
限
り
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
八
十
一
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
特
別
支
援

学
級
を
除
く
。
）
を
担
任
す
る
校
務

二

前
号
に
掲
げ
る
校
務
以
外
の
校
務

第
二
十
三
条
の
三
の
四
第
二
項
中
「
八
千
円
」
を
「
八
千
六
百
円
（
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
校
務
を
分
掌
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
五
千
六
百
円
）
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
１
の
備
考
２
中
「

こ
の
表
の
額
に
7
,
7
0
0

」
を
「こ

の
表
の
額
に
1
1
,
5
0
0
円
を

そ
の
職
務
の
級
が
４
級
で
あ
る
職
員
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
の

、
円

、

給
料
月
額
は
こ
の
表
の
額
に
3,
80
0
円

」
に
改
め
、
同
表
２
の
備
考
２
中
「

こ
の
表
の
額
に
7,
50
0
円

」
を
「こ

の
表
の
額
に
11
,5
0
0
円
を
そ
の
職
務
の
級
が
４
級
で
あ
る
職

、
、

員
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
の
給
料
月
額
は
こ
の
表
の
額
に
4,
0
00
円

」
に
改
め
る
。

（
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
第
二
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
同
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
項
第
二

号
」
を
「
前
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
第
二
項
第
三
号
」
を
「
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
六

項
中
「
第
二
項
第
四
号
」
を
「
第
二
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
及
び
第
四
号
の
手
当
の
額
は
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
三
百
五
十
円

を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
同
項
第
二
号
」
を
削
り
、
「
同
項
第
三
号
」
を
「
同
項
第
二
号
」
に
、
「
教
育
委
員
会
規
則
」
を
「
、
同
項
第
三
号
の
手
当
の
額
は
業
務
に
従
事
し
た

日
一
日
に
つ
き
三
百
五
十
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
教
育
委
員
会
規
則
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
八
項
を
同
条
第
七
項
と
す
る
。

第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
に
は
」
を
「
に
は
、
そ
の
分
掌
す
る
次
に
掲
げ
る
校
務
の
種
類
に
応
じ
て
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

学
級
（
市
町
村
立
の
小
学
校
、
中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
の
学
級
に
限
り
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
八
十
一
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に

規
定
す
る
特
別
支
援
学
級
を
除
く
。
）
を
担
任
す
る
校
務
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二

前
号
に
掲
げ
る
校
務
以
外
の
校
務

第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
中
「
八
千
円
」
を
「
八
千
六
百
円
（
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
校
務
を
分
掌
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
五
千
六
百
円
）
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
１
の
備
考
２
中
「

こ
の
表
の
額
に
7
,
5
0
0
円

」
を
「こ

の
表
の
額
に
1
1
,
5
0
0
円
を

そ
の
職
務
の
級
が
４
級
で
あ
る
職
員
の
給
料
月
額
は
こ
の
表
の
額
に
4
,
0
0
0

、
、

円

」
に
改
め
、
同
表
２
の
備
考
２
中
「

こ
の
表
の
額
に
7
,
7
0
0
円

」
を
「こ

の
表
の
額
に
1
1
,
5
0
0
円
を

そ
の
職
務
の
級
が
４
級
で
あ
る
職
員
の
給
料
月
額
は
こ
の
表
の
額
に

、
、

3
,8
00
円

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
五
日
提
出

秋
田
県
知
事

鈴

木

健

太

理

由

国
に
お
け
る
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金
の
見
直
し
に
鑑
み
、
教
職
調
整
額
の
支
給
割
合
を
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
支
給
に
関
し
所
要
の
規
定
の

整
備
を
行
う
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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議
案
第
二
百
二
十
四
号

教
育
長
の
給
与
及
び
旅
費
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

教
育
長
の
給
与
及
び
旅
費
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条

教
育
長
の
給
与
及
び
旅
費
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
二
十
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
に
、
「
百
分
の
百
七
十
」
を
「
百
分
の
百
七
十
五
」
に
改
め
る
。

第
二
条

教
育
長
の
給
与
及
び
旅
費
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
六
・
二
五
」
に
、
「
百
分
の
百
七
十
五
」
を
「
百
分
の
百
七
十
二
・
五
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
教
育
長
の
給
与
及
び
旅
費
等
に
関
す
る
条
例
（
次
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
令
和
七
年
十
二
月
一
日
か
ら

適
用
す
る
。

（
期
末
手
当
の
内
払
）

３

改
正
後
の
条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
教
育
長
の
給
与
及
び
旅
費
等
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
期
末
手
当

は
、
改
正
後
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
期
末
手
当
の
内
払
と
み
な
す
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
五
日
提
出

秋
田
県
知
事

鈴

木

健

太

理

由

一
般
職
の
職
員
の
給
与
改
定
に
よ
り
、
教
育
長
の
期
末
手
当
の
額
を
改
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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